
◆憲法に掲げるべき三つのポイント
民進党はいま憲法に敢えて加えるならばと、以下の3点を8月5

日、パレスホテル大宮にて発表しました。
①国民の知る権利 ②首相の解散権の制約 ③国と地方のあり方
の3点です。その意図は、
①は、世界における報道の自由度ランキング72位(安倍政権で

50位もランクを下げる）に加え、今回の解散が森友・加計隠しと
言われるため。
②は、今回の解散は個利個略、党利党略の「大義なき解散」で

あり、首相が好き勝手に解散できぬように制約が必要だからです。
2011年任期固定法を成立させたキャメロン前英国首相とも今年7

月にたけまさ前議員は意見交換を行ってきました。
③は1000兆円の国の借金、一方、地方は基金が積み上がっていると言われ、国と地方を

あわせた財政再建も、地方分権で道州制を含めた見直しがそのきっかけになります。

◆9月28日臨時国会、冒頭解散！大義なき解散!今のうち解散パート2!?
安倍総理は9月28日、臨時国会を開会、直ちに衆議院を解散しました。
6月22日に憲法第53条により衆議院議員定数4分の1以上の要求で国会開会要求を行いま

した。その一人はたけまさ議員です。森友学園、加計学園、南スーダン日報改ざん、新共
謀罪強行採決等が真相究明道半ばにもかかわらず、会期延長せず国会が閉じられたからで
す。
しかし、この間、国会は開かれないまま。開かれたと思ったら解散とのこと。戦後、冒

頭解散は3回のみ。極めて異例です。

民進党は前原新代表のもと、消費税収の一部を教育無償化に充てる提言をまとめました。
あわせて、ムダを廃する、財政規律を守ることもセットです。政府・与党は2020年プライ
マリーバランス（収支均衡の国際公約）を破棄する方向と言われています。「次世代にツ
ケや借金をこれ以上増やさない」。これも民進党が掲げる旗です。

◆北朝鮮 核・ミサイルへの対応
8月29日、9月3日、9月15日と、2回の大陸間弾道ミサイル、1回の水爆と見られる核実

験には、2回のＪアラートの発動が行われました。
1年前の北朝鮮5度目の核実験の際、衆議院外務委員会野党筆頭理事として「北朝鮮非難

決議」の取りまとめ、発議、全会一致の成立を行ったたけまさ前議員は、北朝鮮の度重な
る暴挙を断じて許せません。
しかし、政府の説明は不十分。高度500キロメートル・800キロメートル（成層圏＝宇

宙は公的空間とされている）を飛ぶ大陸間弾道ミサイルを「日本に向けて」「日本の上空
を」「破壊措置命令は出さなかった」と述べたことは正確性を欠いたと言えます。
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また、Jアラートの対象地域がなぜ北海道から長野までなのか？そして、携帯電話など
の発信が不十分な地域はどこにあったのか等の検証が必要です。
加えて、対中国、対韓国への外交努力にはまだ工夫が必要です。特に日本政府の対応

に限界がある中、国会、とりわけ野党の議員外交が有効です。
こうしたことが、本来、論議を深めるべき臨時国会が当分開かれませんので、解散さ

れれば多くの国民の皆様とともに議論のテーブルにあげたいと思います
◆国際興業バス新路線開通へ 9月4日
国際興業バスが9月16日より東浦和駅～馬場折返場～さいたま市立病院の路線を開設

することが公表されました。馬場折返場～市立病院間を延伸し、東浦和駅から市立病院
まで乗り換えなしでご利用いただけます。
また、浦和駅東口～東浦和駅～馬場折返場～市立病院の路線も開設されました。併せ

て、停留所「市立病院南」が新設されました。ご利用の際には、停留所の掲示や時刻表
をご確認の程、お願い致します。
たけまさ前議員は東浦和駅～さいたま市立病院の路線開設のご要望を多くいただき、

国際興業バスに働きかけてまいりました。引き続き、地下鉄、高速道路延伸など、さい
たま市の公共交通の充実に、市・県・国と連携して取り組んでまいります。
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